
第8節 死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進

　（死因究明により得られた情報の活用）

1　死因・身元調査法に基づく通報の実施
【施策番号80】

警察及び海上保安庁においては、死因・身元調査法第 9 条の規定に基づき、同法第 4 条
第 2 項の規定による調査、同法第 5 条第 1 項の規定による検査又は同法第 6 条第 1 項の規
定による解剖により明らかになった死因が、その後同種の被害を発生させるおそれのあるも
のであって、必要があると認めるときは、その旨を関係行政機関に通報するよう努めている。

令和 3 年中の、警察における同法第 9 条の規定に基づく通報件数は 1,497 件であり、海
上保安庁における同条の規定に基づく通報はなかった。

資2-8-1-1 警察における死因・身元調査法第 9 条の規定に基づく通報件数の推移

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
通報件数 170 949 756 1,017 1,497

出典：警察庁資料による

資2-8-1-2 海上保安庁における死因・身元調査法第 9 条の規定に基づく通報件数の推移

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
通報件数 0 0 0 0 0

出典：海上保安庁資料による

2　解剖、死亡時画像診断等の情報を収集するデータベースの構築等
【施策番号81】

厚生労働省においては、平成 27 年度以降、死因究明体制の充実や疾病予防、健康長寿
対策等の公衆衛生の向上に資することを目的として、異状死死因究明支援事業（P59【施
策番号 48】参照）を活用するなどして実施された解剖や死亡時画像診断に関する情報の
分析・検証を行う事業を行っている。

令和 3 年度は、異状死死因究明支援事業を活用するなどして実施された解剖や死亡時画
像診断に関する情報を収集し、関係機関において共有・分析するために構築した解剖・死
亡時画像診断全国データベースシステムについて、これを利用することが想定される大学
の法医学教室や県の知事部局等の意見を聞きながら、その具体的な運用要領等に関する検
討を行った。
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資2-8-2 解剖・死亡時画像診断全国データベースシステムの概要

解剖・死亡時画像診断全国データベースシステム

クラウド

解剖医

死亡時画像診断読影医

厚生労働省

都道府県

解剖・画像所見

入力・閲覧

閲覧・データ管理

入力・閲覧ID・パスワード

ID・パスワード

ID・パスワード

解解剖剖番番号号 年年齢齢 性性別別 死死亡亡年年月月日日 死死因因 死死因因のの種種類類 顔顔面面所所見見 頭頭部部所所見見

18-001 4 男 H30.10.2 肺炎 1.病死 蒼白であり… 損傷なく…

18-002 40 女 H30.10.4 全身打撲 2.交通事故 額部… 挫滅状で…

18-003 15 男 H30.8.13 熱中症 8.その他 ….. ….

解剖番号、年齢、性別等のほか死因や解剖
所見を項目毎に入力して、確定・送信

約200程度の変数

最大2万件程度の変数

【送信に伴う出力データのイメージ】

・・・

・
・
・

 専用アプリケーションの開発により、大学医学部法医学教室等が異状死死因究明支援事業等により実施した解剖や死亡時画像診断の
所見等を収集し、クラウド上にデータを蓄積するシステムを構築。

 データ蓄積を推進し、ID・パスワードを用いて内容の真正性とセキュリティーを担保しつつ、厚生労働省や都道府県、各大学法医学教室
等における閲覧・出力を可能とすることにより、疾病・事故の再発防止等、公衆衛生向上のための分析に活用する。

 出典：厚生労働省資料による

3　異状死死因究明支援事業等の検証等
【施策番号82】（再掲）

P29【施策番号 4】参照

4　都道府県医師会と都道府県警察による合同研修会等の開催等
【施策番号83】（再掲）

P29【施策番号 5】参照

5　死亡時画像診断に関する研修等への警察による協力
【施策番号84】（再掲）

P33【施策番号 9】参照

6　検案医等への解剖等の結果の還元
【施策番号85】（再掲）

P30【施策番号 6】参照

7　死亡診断書（死体検案書）の様式等の必要な見直し及び電子的交付の検討
【施策番号86】（再掲）

P61【施策番号 50】参照
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8　CDRに関する情報の収集、管理、活用等の在り方についての検討
【施策番号87】

予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review（以下「CDR」という。））は、
子どもが死亡した時に、複数の機関や専門家（医療機関、警察、消防、行政関係者等）が、
子どもの既往歴や家族背景、死に至る直接の経緯等に関する様々な情報を基に死亡検証を
行うことにより、効果的な予防策を導き出し予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的
とするものである。

厚生労働省においては、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成
育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律（平成 30 年法律
第 104 号）や基本法が施行されたことを踏まえ、内閣府、警察庁、法務省及び文部科学省
と連携しつつ、令和 2 年度に 7 府県（群馬県、山梨県、三重県、滋賀県、京都府、香川県
及び高知県）で CDR 体制整備モデル事業を開始した。令和 3 年度は 2 道県（北海道及び
福島県）で新たに同事業を開始しており、令和 4 年 3 月末現在、これら 9 道府県で試行的
に CDR の実施体制を整備している。

今後、同事業を推進するとともに、事業の結果を踏まえて、CDR の体制整備に向けた
検討を進めていくこととしている。

資2-8-8 予防のための子どもの死亡検証体制整備モデル事業の概要

○ 予防のための子どもの死亡検証は、子どもが死亡した時に、複数の機関や専門家（医療機関、警察、消防、行政関係者等）が、子どもの既往
歴や家族背景、死に至る直接の経緯等に関する様々な情報を基に死因調査を行うことにより、効果的な予防対策を導き出し予防可能な子ども
の死亡を減らすことを目的とするもの。

○ 今般、成育基本法や、死因究明等推進法の成立を踏まえ、一部の都道府県において、実施体制の整備をモデル事業として試行的に実施し、
その結果を国へフィードバックすることで、体制整備に向けた検討材料とする。

予防のための子どもの死亡検証体制整備モデル事業

目 的

（１）推進会議
医療機関、行政機関、警察等と子どもの死亡に関する調査依頼や、これに対する報告などの連携を行うため、関係機関による推進会議を実

施し、データの収集等を円滑に行う環境を整える。
（２）情報の収集・管理等

子どもの死亡に関する情報（医学的要因、社会的要因）を関係機関から収集し、標準化したフォーマット（死亡調査票）に記録。
（３）多機関検証ワーキンググループ（政策提言委員会）

死因を多角的に検証するため、医療機関、行政機関、警察等の様々な専門職や有識者を集めて検証委員会を開催し、検証結果を標準
化したフォーマット（死亡検証結果表）に記録する。さらに、都道府県に対し、検証結果をもとに今後の対応策などをまとめた提言を行う。

＜事業イメージ＞

内 容

◆ 実施主体 ：都道府県
◆ 補 助 率 ：国１０／１０

実施主体・補助率等

【令和２年度創設】

◆ 実施自治体数
令和２年度：７自治体（群馬県、山梨県、三重県、滋賀県、京都府、香川県、高知県）
令和３年度：９自治体（上記７自治体＋北海道、福島県）

事業実績

②CDRデータ収集・整理等

①推進会議

③多機関検証WG ④都道府県へ提言

【事業の流れ】
① 推進会議により、関係機関からのデータ収集の
環境を整える。

② 関係機関より収集したデータの整理等を行う。
③ 整理されたデータに基づき様々な機関を招集し、
検証WGを開催。

④ その後、まとめられた検証結果をもとに、検証WG
から都道府県に対し、今後の対応策などをまとめ
た提言を行う。

 出典：厚生労働省資料による
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9　虐待による死亡が疑われる事例の児童相談所等への共有
【施策番号88】

厚生労働省においては、虐待により児童が心身に著しく重大な被害を受けた事例の地方公
共団体による分析に資するよう、医療機関や大学の法医学教室等において虐待による死亡が
疑われると判断した場合には、関係法令との整合性を図りつつ、児童相談所等の関係機関に
情報が共有されるよう、その具体的な方法等について警察庁及び法務省と協議を行った。

今後、その協議結果を踏まえつつ、虐待による児童の死亡事案の情報共有について、関
係機関・団体への周知を図ることとしている。

　（死因究明により得られた情報の遺族等に対する説明の促進）
10　犯罪捜査の手続が行われた死体に係る死因等についての丁寧な遺族等への説明

【施策番号89】

警察、検察庁及び海上保安庁においては、犯罪死体等の犯罪捜査の手続が行われた死体
について、刑事訴訟法第 47 条の趣旨等を踏まえ、捜査への影響、第三者のプライバシー
の保護等に配意しつつ、遺族等に対して丁寧な説明を行うよう努めている。

11　�犯罪捜査の手続が行われていない死体に係る死因等についての丁寧な遺族等への説明
【施策番号90】

警察及び海上保安庁においては、犯罪捜査の手続が行われていない死体に係る死因等に
ついては、第三者のプライバシーの保護に留意しつつ、死因・身元調査法第 10 条の趣旨
を踏まえ、遺族等の要望に応じ、書面を交付するなどして丁寧な説明に努めている。

また、死体の調査、解剖等に関する手続等を記載したパンフレットを作成・活用するな
どして、遺族等の心情に配意した適切な対応に努めている。

資2-8-11 遺族説明用パンフレット（北海道警察）

御御遺遺族族とと関関係係者者のの皆皆様様へへ

北北 海海 道道 警警 察察

謹謹んんででおお悔悔 やや みみ をを 申申 しし 上上 げげ まま すす 。。

ここののリリーーフフレレッットトはは、、御御家家族族やや身身近近なな方方をを亡亡くく

さされれ たた 方方にに対対ししてて、、法法律律にに基基づづいいてて警警察察がが行行

うう手手続続ききななどどににつついいてて、、御御理理解解いいたただだくくたためめ

にに作作成成ししたたももののでですす。。

御御 遺遺 族族 のの 皆皆 様様 がが 深深 いい 悲悲 しし みみ をを 受受 けけてて

おおらられれるるととききにに行行わわななけけれればばななりりまませせんん。。

疑疑 問問 やや 不不 安安 をを おお 持持 ちち ににななるる方方ももいいるるかかとと思思

いいまますすがが、、御御 理理 解解 とと 御御 協協 力力 をを おお 願願 いい致致 しし

まま すす 。。

事件性が認められると
判 断 し た 場 合

事件性が認められないと
判 断 し た 場 合

解 剖 医師による検案

医師による死体検案書⼜は死亡診断書の作成

市 町 村 役 場 （ ⼾ 籍 担 当 係 ） へ の 提 出

⽕ 葬 ・ 埋 葬 許 可 証 の 交 付

病院で治療中等で
亡くなった場合

御遺体の発⾒から⽕葬・埋葬までの⼿続

御 遺 体 の 発 ⾒

御 遺 体 の ⽕ 葬 ・ 埋 葬

御遺族の⽅に御遺体とお預かり
している貴重品の引渡し

出典：警察庁資料による
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12　�解剖等を行った医師や歯科所見を採取して身元確認の異同を判断した歯科医師
に対する遺族等への説明の依頼

【施策番号91】

警察及び海上保安庁においては、遺族等への死因等の説明に際して、解剖結果、死亡時
画像診断結果、検案結果、身元確認結果等の専門的知識を要する事項については、解剖等
を行った医師や歯科所見を採取して身元確認の異同を判断した歯科医師に説明を依頼する
など、遺族等の要望を踏まえた対応に努めている。

13　�死亡診断書（死体検案書）の内容についてできるだけ丁寧に説明すべきことに
ついての周知

【施策番号92】

厚生労働省においては、医師が死亡診断書（死体検案書）を作成するに当たっての留意
事項等をまとめた死亡診断書（死体検案書）記入マニュアル注 6）を発行しており、その中で、
遺族等からの要望があった場合、死亡診断書（死体検案書）の内容について遺族へできる
だけ丁寧に説明を行うことなどについて記載し、その周知を図っている。

令和 3 年度は、地方協議会や日本医師会主催の都道府県医師会「警察活動に協力する医
師の部会（仮称）」連絡協議会等を通じ、各都道府県医師会からの参加者等に対して、遺
族等からの要望があった場合には、死亡診断書又は死体検案書の内容についてできるだけ
丁寧に説明すべきであることについて、検案に携わる医師への周知を依頼した。

資2-8-13 令和 3 年度版　死亡診断書（死体検案書）記入マニュアル

出典：厚生労働省資料による

注6）　https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/
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